
第１回 山都町清和義務教育学校設立準備委員会 

 
日時：令和４年１０月５日（水）１９時から  
場所：清和山村基幹集落センター研修室（大） 

 
 

１ 開会 

   

 

２ あいさつ 

 

３ 自己紹介 

 

４ 義務教育学校について 

 

５ 議題 

（１）会長、副会長の選出について 

 

  （２）本年度の予定について 

 

  （３）次年度以降の予定について 

 

６ その他 

 

 

 

 

７ 閉会 
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○山都町義務教育学校設立準備委員会規則 

令和４年８月２９日 

教育委員会規則第９号 

（目的及び設置） 

第１条 新たに設置する山都町立義務教育学校（以下「義務教育学校」とい 

う。）の開校準備のため、山都町義務教育学校設立準備委員会（以下「準備

委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 準備委員会は、山都町教育委員会（以下「教育委員会」という。）の

諮問等に応じ、教育学校の開校準備に関する事項について調査及び審議す

る。 

（組織） 

第３条 準備委員会の委員は、２５人以内とし、次の各号に掲げる者のうちか

ら教育委員会が委嘱する。 

（１） 地域住民の代表者 

（２） 校長及びPTA関係者 

（３） 学識経験者 

（４） 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要であると認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は１年とし、再任は妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 準備委員会に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。 

３ 会長は、会務を総理し、準備委員会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

（会議） 
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第６条 準備委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長と

なる。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求

め、意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 準備委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。 

（その他） 

第８条 この規則に定めるもののほか、準備委員会の運営に関し必要な事項

は、会長が準備委員会に諮って定めるものとする。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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年月

項目 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

1 準備委員会

2 検討部会

3 造成設計（委託）

4 地質調査

5 土地造成
契
約

着工

6 建築設計（委託）

7 学校建築工事
契
約

8 プール建設 着工 竣工

9 体育館建設 着工 竣工

10 校舎建設 着工 竣工

11 外構・グラウンド
契
約

着工 竣工

用地取得手続き 竣工

NO

調査

造成平面図作成（測量）

山都町清和義務教育学校設立準備委員会スケジュール　（案）　

R５年度 R６年度 R７年度 R８年度R４年度
R９年度

基本設計 実施設計及び確認申請プロポーザル見積設計学校規模決定

用
地
造
成
関
係

用地決定

学
校
建
築
関
係

一
括
発
注

建築場所決定後

基本構想・基本計画決定

学校規模決定

用地決定

※検討部会の設置

設置

検討部会の報告を確認。方針の決定

設置 部会ごとの内容を検討

- 1 -

資料2



山都町清和地区義務教育学校基本構想・基本計画の構成イメージ 
 
■与条件の整理 
（１）上位計画 
 ①『第２次山都町総合計画』 
 ②『山都町教育大綱』 
 ③『山都町学校適正化基本方針』 
（２）山都町の概要 
（３）清和小学校・清和中学校区の概要 
（４）SDGｓ未来都市 山都町 
 
■基本構想 
（１）教育理念 
（２）目指す生徒像 
（３）小中一貫教育の具体的な取り組み 
（４）学校概要 
（５）学級編制 
（６）教育課程の基本的な考え方 
（７）学校施設の整備方針 
（８）学校施設の目指すべき姿 
 
■基本計画 
（１）学校規模 
（２）施設設備（各教室数・規模など） 
（３）配置計画 
（４）法的条件の整理 
（５）各種インフラ状況 
（６）その他の検討事項 
（７）建設形態（新築・改築・増築など） 
（８）建設予定地 
（９）建設スケジュール 
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各検討部会での報告を基に方針を決定

学校名・校章・校旗・校歌等の検討

開校及び閉校に係る記念事業の検討

記念誌（モニュメント）等の検討

学校の歴史、伝統の保存

教育課程、教科指導についての検討

学校行事の継続と重複する行事の検討 PTA組織や運営、行事の検討

年間指導計画の検討 既存PTAの解散（会計の精算方法）の検討

学力向上の取組についての検討 コミュニティスクールの導入の検討

時制（授業時間と休み時間等）の検討 学校、家庭、地域の交流に関する検討

校則や学校生活の決まりの検討 スクールバス路線・乗車条件等の検討

児童生徒指導の目標の検討 通学路及び危険箇所についての検討

課題を抱える児童生徒への対応の検討

制服（有無も含む）の検討（デザイン含む）

通学バッグ（小学生の扱い含む）の検討 部活動（地域委譲含む）の検討

体操服の検討 学童の検討

児童会、生徒会活動の検討 その他多様な放課後の過ごし方の検討

学用品の検討

固定遊具等の検討

給食の検討

両校の円滑な統合を目指す事業の検討

職員研修会、合同授業の検討

家庭地域関係

通学関係

放課後活動関係

給食関係

検討部会

山都町清和義務教育学校設立準備委員会　組織イメージ

山都町教育委員会

準備委員会

組織事務関係開校閉校関係

教育課程関係

生徒指導関係

事務経理等の検討

学校統合関係

保存文書（公文書）の整理についての検討

学校備品、教材備品、学校図書についての検討

新設校への移転計画の検討

校務の効率化、情報化の検討
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